
【補助の対象となる方】

◇妊産婦さん

◇付添人（配偶者・親族またはこれらに準ずる者）

【対象期間】

◇出産予定日前日の３０日前から出産後の退院日まで

【受付期限】

◇出産後の退院日から２ヶ月

【補助限度額】
◇１０万円

【補助の対象となるもの】

◇宿泊費用及び駐車に係る費用

◇短期賃貸マンションを使用した場合の利用料及び駐車、清掃に係る費用

【お問合せ】
伊方町保健福祉課
こども・子育て政策係
TEL（0894）38-0217

【提出書類】
◇伊方町遠距離出産安心サポート事業申請書兼請求書
◇領収書（宿泊先・宿泊費用・泊数が確認できるもの）
◇母子健康手帳
◇振込先口座確認書類（通帳又はキャッシュカードの写し）

妊婦さんが町内のどこに住んでいても、安心・安全に

出産ができるように出産する医療機関の近くで

待機するための宿泊費用を補助します！

＜令和8年度新規事業＞


